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【手続補正書】
【提出日】平成26年11月12日(2014.11.12)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
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【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　医薬的に許容される担体、及び以下の３‐メタンスルホニルプロピオニトリルの精製さ
れた化合物：
【化１】

又はその医薬的に許容される塩若しくはその溶媒和物を含む医薬組成物であって、ここで
、前記化合物が少なくとも９０％（ｗ／ｗ）の純度を有する、医薬組成物。
【請求項２】
　前記化合物が、少なくとも９５％（ｗ／ｗ）の純度である、請求項１に記載の医薬組成
物。
【請求項３】
　局所適用のための形態であり、及び前記化合物が、約０．５～１０％（ｗ／ｗ）の量で
ある、請求項１に記載の医薬組成物。
【請求項４】
　ゲル、クリーム、ローション、液体、エマルション、軟膏、スプレー、溶液、又は懸濁
物の形態である、請求項１に記載の医薬組成物。
【請求項５】
　さらにジエチレングリコールモノエチルエーテルを含む、請求項４に記載の医薬組成物
。
【請求項６】
　タブレット、カプセル、顆粒、細顆粒、粉末、シロップ、坐薬、又は注射用溶液の形態
である、請求項１に記載の医薬組成物。
【請求項７】
　炎症を処置するための請求項１に記載の医薬組成物。
【請求項８】
　急性若しくは慢性腫脹、疼痛、若しくは発赤により特徴付けられる炎症の限局性発現の
症状を軽減し又は緩和するための、請求項７に記載の医薬組成物。
【請求項９】
　前記医薬組成物が局所投与（ｌｏｃａｌ ａｄｍｉｎｉｓｔｒａｔｉｏｎ）又は全身投
与により投与される、請求項７に記載の医薬組成物。
【請求項１０】
　前記医薬組成物が局所投与（ｔｏｐｉｃａｌ ａｄｍｉｎｉｓｔｒａｔｉｏｎ）により
投与される、請求項９に記載の医薬組成物。
【請求項１１】
　疼痛を処置するための請求項１に記載の医薬組成物。
【請求項１２】
　炎症及び／又は炎症性骨格若しくは筋肉疾患又は症状に関連する疼痛を処置するための
請求項１に記載の医薬組成物であって、ここで、前記骨格若しくは筋肉疾患又は症状が、
筋骨格捻挫、筋骨格挫傷、腱障害、末梢神経根症（ｐｅｒｉｐｈｅｒａｌ ｒａｄｉｃｕ
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ｌｏｐａｔｈｙ）、関節リウマチ、若年性関節炎、痛風、強直性脊椎炎、乾癬性関節炎、
全身性エリテマトーデス、肋軟骨炎、腱炎、滑液包炎、顎関節症候群、及び線維筋痛症か
らなる群から選択される、医薬組成物。
【請求項１３】
　炎症及び／又は関節、靭帯、腱、骨、筋肉、若しくは筋膜に関連する疼痛を処置するた
めの請求項１に記載の医薬組成物。
【請求項１４】
　炎症及び／又は炎症性皮膚疾患若しくは障害に関連する疼痛を処置するための請求項１
に記載の医薬組成物であって、ここで、前記炎症性皮膚疾患若しくは障害が、皮膚炎又は
乾癬である、医薬組成物。
【請求項１５】
　前記皮膚炎がアトピー皮膚炎又は接触皮膚炎である、請求項１４に記載の医薬組成物。
【請求項１６】
　前記医薬組成物が局所投与により投与される、請求項１４に記載の医薬組成物。


	header
	written-amendment

